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則

　

大
分
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
七
十
三
号

　
　
　

大
分
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
大
分
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　

に
改
正
す
る
。

　
　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
宿
泊
者
名
簿
の
記
載
事
項
）

　

第
六
条　

規
則
第
四
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
は
、
宿
泊
者
の
年
齢
、
到
着

　
　

日
時
及
び
出
発
日
時
と
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

第
1
号
様
式
(
第
2
条
関
係

)
 

旅
館
業
営
業
許
可
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 

殿
 

住
所
 

申
請
者
 

氏
名
 

年
 

 
月
 
 
日
生
 

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

電
話
番
号

(
 
 
 

)
 
 
 
―
 
 

下
記
の
と
お
り
旅
館
業
を
経
営
し
た
い
の
で
、
旅
館
業
法
第

3
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

記
 

1
 
営
業
施
設
の
名
称
 

2
 
営
業
施
設
の
所
在
地
 

3
 
旅
館
業
の
種
別
 

4
 
営
業
施
設
の
構
造
設
備
の
概
要
(
同
時
に
宿
泊
す
る
者
の
最
大
の
数
、
建
築
様
式
、
採
光
換
気
設
備
、

用
途
別
各
室
設
備
等
)
 

5
 
旅
館
業
法
施
行
規
則
第
5
条
第

1
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
 

6
 
旅
館
業
法
第
3
条
第

2
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
 

7
 
旅
館
業
法
施
行
規
則
第
1
条
第

1
項
た
だ
し
書
の
適
用
の
有
無
 

添
付
書
類
 

 
 

1
 
敷
地
内
に
お
け
る
建
物
の
配
置
図
 

2
 
営
業
施
設
の
構
造
設
備
を
明
ら
か
に
す
る
図
面
（
各
室
の
設
備
、
配
置
及
び
用
途
、
脱
衣
室
、
浴

室
並
び
に
浴
槽
等
を
表
示
し
た
平
面
図
（
縮
尺
及
び
面
積
を
明
記
す
る
こ
と
。
）
）
 

 
 

3
 
営
業
施
設
か
ら
お
お
む
ね

1
5
0
メ
ー
ト
ル
以
内
の
見
取
図
 

 
 

4
 
給
水
、
給
湯
、
汚
水
排
出
等
の
系
統
を
表
示
し
た
平
面
図
及
び
立
面
図

 

 
 

5
 
浴
用
に
供
す
る
水
に
関
す
る
水
質
検
査
成
績
書

(
旅
館
業
法
施
行
条
例
第

4
条
第

2
項
第

1
号
に
定

め
る
も
の
の
う
ち
浴
槽
水
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
)
 

 
 

6
 
法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
 

 
 

7
 
旅
館
業
法
施
行
規
則
第

1
条
第
1
項
た
だ
し
書
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を

譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
 



令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外

二

（
規
則
）

　
　

第
三
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則
第
2
4
7
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

　
を
受
け
た
同
条
第
1
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

　
　

第
六
号
様
式
を
削
る
。

　

（
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　

正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
1
号
様
式
(
第
2
条
関
係

)
 

公
衆
浴
場
営
業
許
可
申
請
書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

大
分
県
知
事
 

殿
 

住
所
 

申
請
者
 
 

氏
名
 

年
 
 
月

 
 
日
生
 
 

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
事
務

所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

電
話
番
号
(
 
 
)
 
 
―
 

 
下
記
の
と
お
り
公
衆
浴
場
営
業
を
経
営
し
た
い
の
で
、
公
衆
浴
場
法
第

2
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
申
請

し
ま
す
。
 

記
 

1
 
公
衆
浴
場
の
名
称
 

2
 
公
衆
浴
場
の
所
在
地
 

3
 
公
衆
浴
場
の
種
別
 

4
 
公
衆
浴
場
の
構
造
設
備
 
 
〔

 
建
築
様
式
、
採
光
換
気
装
置
、
脱
衣
室
、
浴
室
、
浴
槽
等
 
〕
 

5
 
使
用
水
の
種
類
 

6
 
営
業
開
始
予
定
年
月
日
 

7
 
公
衆
浴
場
法
施
行
規
則
第
1
条
た
だ
し
書
の
適
用
の
有
無
 

添
付
書
類
 

1
 
脱
衣
室
、
浴
室
、
浴
槽
等
の
施
設
及
び
給
水
、
給
湯
汚
水
排
出
等
の
系
統
を
表
示
し
た
平
面
図
及
び

立
面
図
(
縮
尺
及
び
面
積
を
明
記
す
る
こ
と
。
)
 

2
 
営
業
施
設
か
ら
3
0
0
メ
ー
ト
ル
以
内
の
見
取
図
 

3
 
土
地
の
状
況
そ
の
他
特
別
な
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
類
 

4
 
浴
用
に
供
す
る
水
に
関
す
る
水
質
検
査
成
績
書

(
大
分
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
第

5
条
第

1
項
第

8

号
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
浴
槽
水
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。

)
 

5
 
飲
用
に
供
す
る
水
に
関
す
る
水
質
検
査
成
績
書
(
水
道
水
等
に
よ
り
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。

)
 

6
 
法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
 

7
 
公
衆
浴
場
法
施
行
規
則
第
1
条
た
だ
し
書
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り

受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
 



令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外

三

（
規
則
）

　
　

第
二
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則
第
2
4
7
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

　
を
受
け
た
同
条
第
1
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

　

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　

正
す
る
。

　
　

第
二
条
の
二
中
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
開
設
届
」
を
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
無
店
舗
取
次
店
営
業
届
」
に
改
め

　

る
。

　
　

第
六
条
及
び
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
変
更
届
）

　

第
六
条　

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
開
設
・
無
店
舗
取
次
店

　
　

営
業
届
出
事
項
変
更
届
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

（
廃
止
届
）

　

第
七
条　

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
は
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
・
無
店
舗
取
次
店
廃
止

　
　

届
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
1
号
様
式
(
第
2
条
関
係

)
 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
開
設
届

年
 

 
月

 
 
日
 

大
分
県
知
事
 

殿
 

本
籍
 

営
業
者
 
住
所

 

氏
名
 

年
 
 
月
 
 
日
生
 

 
 
下
記
の
と
お
り
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
た
い
の
で
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
5
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
届

け
出
ま
す
。
 

記
 

名
称
 

所
在
地
 

開
設
の
予
定
年
月
日
 

年
 
 
月
 

 
日
 
構
造
及
び
設
備
の
概
要
 

別
紙
の
と
お
り
 

管
理
人
 
本
籍
 

氏
名
 

住
所
 

生
年

月
日
 

ク
リ
ー

ニ
ン
グ

師
で
あ

る
従
事

者

本
籍
 

氏
名
 

登
 
録
 

番
 
号
 

第
 

 
号
 

住
所
 

生
年

月
日
 

登
 
録
 

年
月
日
 

・
 
 
・
 

本
籍
 

氏
名
 

登
 
録
 

番
 
号
 

第
 

 
 
号
 

住
所
 

生
年

月
日
 

登
 
録
 

年
月
日
 

・
 
 
・
 

従
事
者
数
 

洗
濯
物
の
受
取
り
及
び
引
渡
し
の
み
を
行
う
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
 

該
当

 
 
非
該
当
 

消
毒
を
要
す
る
洗
濯
物
の
取
扱
い
の
有
無
 

有
無
 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
第

1
条
の
3
第

1
項
た
だ
し
書
の
適
用

有
無
 

添
付
書
類
 
1
 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
位
置
及
び
構
造
設
備
の
概
要
を
示
す
図
面

2
 
営
業
者
が
法
人
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
 

3
 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
第
2
条
に
規
定
す
る
書
類

4
 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
第

1
条
の

3
第

1
項
た
だ
し
書
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
 

備
考
 
1
 
営
業
者
が
法
人
の
場
合
は
、
営
業
者
の
欄
に
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
並
び
に
代
表

者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

2
 
届
出
時
に
、
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。
 



令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外

四

（
規
則
）

　
　

第
一
号
様
式
の
二
の
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
1
号
様
式
の
2
(
第
2
条
の
2
関
係
)
 

(
表
面

)
 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
無
店
舗
取
次
店
営
業
届

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 

殿
 

本
籍
 

営
業
者
 
住

所
 

氏
名
 

年
 
 
月
 
 
日
生

 

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び

所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

 

電
話
番
号
 

 
下
記
の
と
お
り
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
無
店
舗
取
次
店
を
営
業
し
た
い
の
で
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第

5
条
第
2

項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

名
称
 

営
業
開
始
の
予
定
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

業
務
用
車
両
の
自
動
車
登
録
番
号

(
又
は
車
両
番
号
)
、

車
両
の
保
管
場
所
、
営
業
区
域
及
び
車
両
の
構
造
の
概
要
 
裏
面
の
と
お
り
 

ク
リ
ー

ニ
ン
グ

師
で
あ

る
従
事

者

本
籍
 

氏
名
 

登
録
 

番
号
 

第
 
 

号
 

住
所
 

生
年

月
日
 

登
 
録
 

年
月
日
 

・
 
 
・
 

本
籍
 

氏
名
 

登
録
 

番
号
 

第
 
 

号
 

住
所
 

生
年

月
日
 

登
 
録
 

年
月
日
 

・
 
 
・
 

従
事
者
数
 

消
毒
を
要
す
る
洗
濯
物
の
取
扱
い
の
有
無
 

有
・
無

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
第

1
条
の
3
第

2
項
た
だ
し
書
の
適
用

有
・
無

添
付
書
類
 

1
 
自
動
車
検
査
証
の
写
し
 

2
 
車
両
の
保
管
場
所
の
地
図

 

3
 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
第

2
条
に
規
定
す
る
書
類

4
 
営
業
者
が
法
人
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
 

5
 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
第
1
条
の

3
第
2
項
た
だ
し
書
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
 

備
考
 
届
出
時
に
、
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。
 



令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外

五

（
規
則
）

　
　

第
二
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則
第
2
4
7
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

　
を
受
け
た
同
条
第
1
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

　
　

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
5
号
様
式
(
第
6
条
関
係
)
 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
開
設
・
無
店
舗
取
次
店
営
業
届
出
事
項
変
更
届

年
 

 
月

 
 
日
 

大
分
県
知
事
 

殿
 

営
業
者
 
住
所
 

氏
名
 

 
 
下
記
の
と
お
り
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
開
設
・
無
店
舗
取
次
店
営
業
）
届
出
事
項
を
変
更
し
ま
し
た
の

で
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
5
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
（
無
店
舗
取
次

店
）
の
名
称
 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地

  

変
更
の
内
容
 

変
更
事
項
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更

年
月

日
 

添
付
書
類
 

 
 
1
 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
構
造
又
は
設
備
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
部
分
を
明
ら
か

に
し
た
図
面
 

 
 
2
 
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
の
車
両
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
検
査
証
の
写
し
 

 
 
3
 
法
人
名
及
び
代
表
者
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
 

備
考
 

1
 
営
業
者
が
法
人
の
場
合
は
、
営
業
者
の
欄
に
そ
の
名
称
及
び
事
務
所
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏

名
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

2
 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
変
更
の
場
合
は
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
本
籍
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車

両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車

登
録
番
号
又
は
車
両
番
号



令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外

六

（
規
則
）

　
　

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
６
号
様
式

　

削
除

　
　

第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
7
号
様
式
(
第
7
条
関
係

)
 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
・
無
店
舗
取
次
店
廃
止
届

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 

殿
 

届
出
者
 

住
所
 

氏
名
 

 
 
下
記
の
と
お
り
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
・
無
店
舗
取
次
店
）
を
廃
止
し
た
の
で
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法

第
5
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
・
無
店
舗

取
次
店
の
名

称

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地

無
店
舗
取
次
店
に
使
用
す
る

業
務
用
車
両
の
自
動
車
登
録

番
号
又
は
車
両
番
号
及
び
保

管
場
所
 

廃
止

年
月

日
 

廃
止

の
理

由
 

備
考
 

 
 
1
 
届
出
者
が
営
業
者
で
な
い
場
合
は
、
営
業
者
と
の
続
柄
を
氏
名
の
下
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
2
 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
に
あ
つ
て
は
、
確
認
済
証
を
添
付
す
る
こ
と
。
 



令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外

七

（
規
則
）

　

（
興
行
場
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

興
行
場
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
大
分
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

　

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
興
行
場
の
営
業
許
可
の
申
請
）

　

第
二
条　

法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

　
　

し
た
興
行
場
営
業
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

　
　

同
項
の
許
可
を
受
け
て
興
行
場
営
業
を
営
む
者
（
以
下
「
営
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
興
行
場
営
業

　
　

を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

　
　

事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

一　

申
請
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
事
務
所
所
在
地
並

　
　
　

び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
　

二　

興
行
場
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

三　

興
行
場
の
種
別

　
　

四　

興
行
場
の
構
造
設
備

　
　

五　

入
場
者
定
員

　
　

六　

本
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た

　
　
　

こ
と
を
証
す
る
旨

　

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
営
業
者
が
当

　
　

該
興
行
場
営
業
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
営
業
施
設
の
構
造
設

　
　

備
等
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

　
　

の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

一　

敷
地
内
に
お
け
る
建
物
の
配
置
図

　
　

二　

興
行
場
の
構
造
設
備
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
及
び
断
面
図

　
　

三　

興
行
場
か
ら
お
お
む
ね
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
見
取
図

　
　

四　

申
請
者
が
法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し

　
　

五　

消
防
法
令
適
合
通
知
書
の
写
し

　
　

六　

興
行
場
と
し
て
使
用
す
る
建
築
物
の
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
条

　
　
　

第
五
項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
の
写
し

　
　

七　

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を

　
　
　

証
す
る
書
類

　
　

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
1
号
様
式
(
第
2
条
関
係
)
 

興
行
場
営
業
許
可
申
請
書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 

殿
 

申
請
者
 

住
所
 

氏
名
 

年
 

 
月

 
 
日
生
 

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

郵
便
番
号

 

電
話
番
号

(
 
 

)
 

 
―

 

 
 
下
記
の
と
お
り
興
行
場
営
業
の
許
可
を
受
け
た
い
の
で
、
興
行
場
法
第
2
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
申

請
し
ま
す
。
 

記
 

1
 
興
行
場
の
名
称
 

2
 
興
行
場
の
所
在
地
 

3
 
興
行
場
の
種
別
 

4
 
興
行
場
の
構
造
設
備
 

5
 
入
場
者
定
員
 

6
 
興
行
場
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
第

2
条
第
1
項
た
だ
し
書
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
旨
 

添
付
書
類
 

 
 
1
 
敷
地
内
に
お
け
る
建
物
の
配
置
図
 

 
 
2
 
興
行
場
の
構
造
設
備
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
及
び
断
面
図
 

 
 
3
 
興
行
場
か
ら
お
お
む
ね

1
5
0
メ
ー
ト
ル
以
内
の
見
取
図
 

 
 
4
 
申
請
者
が
法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
 

 
 
5
 
消
防
法
令
適
合
通
知
書
の
写
し
 

6
 
興
行
場
と
し
て
使
用
す
る
建
築
物
の
建
築
基
準
法
第

7
条
第
5
項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
の
写
し
 

 
 
7
 
興
行
場
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
第

2
条
第
1
項
た
だ
し
書
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
 



令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外

八

（
規
則
）

　
　

第
二
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則
第
2
4
7
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

　
を
受
け
た
同
条
第
1
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

　

（
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　

す
る
。

　
　

第
三
号
様
式
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

３　
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
6
7
条
第
1
項
た
だ
し
書
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

　
　
　
　
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　

第
四
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則
第
2
4
7
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

　
を
受
け
た
同
条
第
1
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

　

（
大
分
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

大
分
県
理
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　

改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
1
号
様
式

(
第

2
条
関
係

)
 

理
容
所
開
設

届
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 

殿
 

住
所
 

開
設
者
 
 

氏
名
 
 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

電
話
番
号

 

 
下
記
の
と
お
り
理
容
所
を
開
設
し
た
い
の
で
、
理
容
師
法
第

1
1
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
添
え

て
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

理
容
所
の
名
称

 

理
容
所
の
所
在
地

 

管
理
理
容
師

 

氏
名

 

住
所

 

免
許

(
登
録

)
番
号

 

修
了

番
号

 

理
容
師
の
氏
名
及

び
免
許
証

(
免
許

証
明
書

)
番
号
並

び
に
そ
の
他
の
従

業
者
の
氏
名

 

氏
名

 
免
許

(
登
録

)
番
号

 
氏

名
 
免
許

(
登
録

)
番
号

 

開
設
予
定
年
月
日

 
年

 
月

 
日

 

同
一
の
場
所
で
現
に
美
容
所
を
開
設
し

て
い
る
場
合

 
美
容
所
の
名
称

 

同
一
の
場
所
で
美
容
所
を
開
設
す
る
た

め
届
出
を
し
て
い
る
場
合

(
同
時
に
届

出
を
行
う
場
合
を
含
む
。

)
 

当
該
美
容
所
の

 

開
設
年
月
日

 
年

月
 

日
 

理
容
師
法
施
行
規
則
第

1
9
条
（
第

1
項
・
第

2
項
・
第

3
項
）
た
だ
し
書
の
適
用

 
有

無
 

添
付
書
類
 

1
 
理
容
師
に
つ
い
て
は
、
理
容
師
法
施
行
規
則
第

1
9
条
第

1
項
第

6
号
に
規
定
す
る
疾
病
の
有
無
に
関

す
る
医
師
の
診
断
書
 

2
 
管
理
理
容
師
に
つ
い
て
は
、
理
容
師
法
第
1
1
条
の

4
第

2
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

 
 

3
 
開
設
者
が
外
国
人
の
場
合
は
、
住
民
票
の
写
し

(
住
民
基
本
台
帳
法
第
3
0
条
の

4
5
に
規
定
す
る
国
籍

等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。

)
 

 
 

4
 
理
容
所
の
位
置
及
び
構
造
設
備
の
概
要
を
示
す
図
面

 

 
 

5
 
理
容
師
免
許
証
(
免
許
証
明
書

)
の
写
し
 

6
 
理
容
師
法
施
行
規
則
第

1
9
条
第

1
項
た
だ
し
書
、
同
条
第
2
項
た
だ
し
書
又
は
同
条
第

3
項
た
だ
し
書

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
 



令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外

九

（
規
則
）

　
　

第
五
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則
第
2
4
7
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

　
を
受
け
た
同
条
第
1
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

　

（
大
分
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

大
分
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　

改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
1
号
様
式

(
第

2
条
関
係

)
 

美
容
所
開
設

届
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 

殿
 

住
所
 

開
設
者
 
 

氏
名
 
 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

電
話
番
号

 

 
下
記
の
と
お
り
美
容
所
を
開
設
し
た
い
の
で
、
美
容
師
法
第

1
1
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
添
え

て
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

美
容
所
の
名
称

 

美
容
所
の
所
在
地

 

管
理
美
容
師

 

氏
名

 

住
所

 

免
許

(
登
録

)
番
号

 

修
了

番
号

 

美
容
師
の
氏
名
及

び
免
許
証

(
免
許

証
明
書

)
番
号
並

び
に
そ
の
他
の
従

業
者
の
氏
名

 

氏
名

 
免
許

(
登
録

)
番
号

 
氏

名
 
免
許

(
登
録

)
番
号

 

開
設
予
定
年
月
日

 
年

 
月

 
日

 

同
一
の
場
所
で
現
に
理
容
所
を
開
設

し
て
い
る
場
合

 
理
容
所
の
名
称

 

同
一
の
場
所
で
理
容
所
を
開
設
す
る

た
め
届
出
を
し
て
い
る
場
合

(
同
時
に

届
出
を
行
う
場
合
を
含
む
。

)
 

当
該
理
容
所
の

 

開
設
年
月
日
 

年
月

 
日

 

美
容
師
法
施
行
規
則
第

1
9
条
（
第

1
項
・
第

2
項
・
第

3
項
）
た
だ
し
書
の
適
用

 
有

無
 

添
付
書
類
 

1
 
美
容
師
に
つ
い
て
は
、
美
容
師
法
施
行
規
則
第
1
9
条
第
1
項
第

6
号
に
規
定
す
る
疾
病
の
有
無
に
関
す

る
医
師
の
診
断
書
 

 
 

2
 
管
理
美
容
師
に
つ
い
て
は
、
美
容
師
法
第
1
2
条
の

3
第

2
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

 
 

3
 
開
設
者
が
外
国
人
の
場
合
は
、
住
民
票
の
写
し

(
住
民
基
本
台
帳
法
第
3
0
条
の

4
5
に
規
定
す
る
国
籍

等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。

)
 

4
 
美
容
所
の
位
置
及
び
構
造
設
備
の
概
要
を
示
す
図
面

 

 
 

5
 
美
容
師
免
許
証
(
免
許
証
明
書

)
の
写
し
 

 
 

6
 
美
容
師
法
施
行
規
則
第

1
9
条
第

1
項
た
だ
し
書
、
同
条
第

2
項
た
だ
し
書
又
は
同
条
第

3
項
た
だ
し
書

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
 



令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外

一
〇

（
規
則
）

　
　

第
五
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則
第
2
4
7
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

　
を
受
け
た
同
条
第
1
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
、
公
衆
浴
場
法

　

施
行
細
則
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
、
興
行
場
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
、
食
品
衛
生
法
施
行
細

　

則
、
大
分
県
理
容
師
法
施
行
細
則
及
び
大
分
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
以
下
「
大
分
県
旅
館
業
法
施
行
細

　

則
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ

　

る
改
正
後
の
大
分
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
等
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書

　

類
と
み
な
す
。

３　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

　

る
。

　

一　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
の
規

　
　

定

　

二　

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
の
規
定

　

三　

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
第
一
号
様
式
、
第
一
号
様
式
の

　
　

二
、
第
二
号
様
式
、
第
五
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
の
規
定

　

四　

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
興
行
場
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式

　
　

の
規
定

　

五　

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
の
規
定

　

六　

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
理
容
師
法
施
行
細
則
第
一
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
の
規

　
　

定

　

七　

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
美
容
師
法
施
行
細
則
第
一
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
の
規

　
　

定


